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＜四銀＞カードローン・プラスミニ 
平成 22 年 10 月 1 日現在 

○ご利用いただけ

る方 

（１） 契約時の年齢が満 20 歳以上 65 歳以下の方。 

（２） 居住地または勤務地が当行の営業区域内にある方。 

（３） 安定した収入が見込まれ、前年度税込年収が 150 万円以上の方。 

（４） 居住年数が 1 年以上。ただし給与所得者で転勤を伴う方は 1 年未満でもご利用可能。 

（５） 今回のお申込額を含む無担保非事業性借入金（カードローンの契約極度額および他金融機

関分を含む）が、年収の 100％以内の方。（主婦の方は、家計の合計借入額が家計年収額

の 100％以内であることが必要です。） 

（６） 給与所得者の場合、勤続年数 1 年以上の方。自営業者の場合、営業年数 2 年以上の方。 

（７） (株)セディナの保証が受けられる方。 

（８） パート、アルバイト、主婦の方がお申込される場合、配偶者が上記の条件を満たしているとき

に限り極度額 30 万円以内（10 万円・20 万円・30 万円のいずれかで）でのお取扱ができま

す。 

※当行のカードローン・カードローンリザーブを既にご契約の方は、お申し込みいただけません。 

○お使いみち 自由。 

ただし、事業性資金と他の借入金の返済資金を除きます。 

○ご利用限度額 （１） 極度額 10 万円、20 万円、30 万円、50 万円、70 万円、100 万円の 6 コース。 

（２） 今回お申し込みを含む無担保非事業性借入金（カードローンの契約極度額および他金融機

関分を含む）が、前年度税込年収×100％以内。 

（３） ご利用限度額の範囲内で、何回でもくりかえしご利用いただけます。 

○ご融資利率 年 14.6％（保証料を含みます）。 

※金融情勢等の変動により、利率は変更することがあります。 

○お利息の計算

方法とお支払 

（１） 毎日の最終残高について付利単位を 100 円とした 1 年を 365 日とする  日割計算とし、毎

月 5 日（銀行休業日の場合は翌営業日）に、前月 5 日から当月 4 日までの利息を貸越残高

に組み入れます。 

（２） 随時にお利息の精算をご希望される場合は窓口へお申しつけください。 

○元金のご返済

方法 

毎月 5 日（銀行休業日は翌営業日）に次の金額を返済用預金口座から自動引落としさせていた

だきます。（元金定額リボルビング方式） 

＜極度額が 10 万円、20 万円、30 万円、50 万円の場合＞ 

前日（4 日）現在の貸越残高 約定返済額 

1 万円以上 1 万円 

貸越残高が 1 万円未満で、かつ、前回

約定返済日から返済日前日までのお

利息を加えた金額が 1 万円を超える場

合 

前日現在の貸越残高 

貸越残高に、前回約定返済日から返

済日前日までのお利息を加えた金額

が 1 万円以下の場合 

前日 4 日現在の貸越残高に、前回約

定返済日から返済日前日までのお利

息を加えた金額 
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＜極度額が 70 万円、100 万円の場合＞ 

前日（4 日）現在の貸越残高 約定返済額 

2 万円以上 2 万円 

貸越残高が 2 万円未満で、かつ、前回

約定返済日から返済日前日までのお

利息を加えた金額が 2 万円を超える場

合 

前日現在の貸越残高 

貸越残高に、前回約定返済日から返

済日前日までのお利息を加えた金額

が 2 万円以下の場合 

前日 4 日現在の貸越残高に、前回約

定返済日から返済日前日までのお利

息を加えた金額  
○任意のご返済 （１） 毎月のご返済のほかに、随時に任意のご返済もできます。 

通帳をご持参のうえ、〈四銀〉のＡＴＭや窓口で直接ご入金ください。 

（２）貸越残高全額をご返済された場合、次回のご返済日（5 日、銀行休業日の場合は翌営業日）

にお利息が貸越残高として組み入れられることがあります。お利息の清算をご希望される場

合は窓口へお申しつけください。 

○担保・保証人 (株)セディナの保証をご利用いただきますので、原則として必要ありません。 

○取引制限 （１） 契約日の 3 年後の応答日が属する月の月末日（休日の場合はその前営業日）とします。 

（２） 有効期限の期限の前日までに当行または借主のいずれか一方より別段の意思表示がない

場合には、この期限はさらに 3 年延長されるものとし、以後も同様とします。 

（３） 満 66 歳以降最初に到来する 3 年毎の取引制限をもって最終期限とします。この時点でカー

ドローン契約は解除させていただき、貸越金がある場合はご返済をいただきます。 

○個人信用情報

機関の利用 

（１） このローンに関して、当行および保証会社である(株)セディナは、取引上の判断を行うため、

個人信用情報機関を利用することがあります。 

（２） この場合、お借入れの内容（借入日、借入残高など）が、個人信用情報機関に登録され、個

人信用情報機関の会員がこの情報を利用することがあります。 

○お申し込み時に 

必要な書類 

（１） 運転免許証またはパスポート、健康保険証などご本人様を証明する書類。（注）コピーさせて

いただきます。 

（２） 預金お届け印 

○諸費用 ご融資時に、印紙代が必要です。 

○ご注意事項 万一、ご返済が滞った場合には、保証会社である(株)セディナよりご返済のお願いの電話・文書

等が届く場合がございます。この点ご承知おきください。 

○当行が契約して

いる指定紛争

解決機関 

全国銀行協会 

連絡先 全国銀行協会相談室 

電話番号 0570－017109 または 03－5252－3772 

 


